
防犯 指 導員 設 置 及 び活 動 要領

第 1 趣  旨

この要領 は 、 地 域 住 民 に よ る地 域 安 全 活 動 の うち街 頭 活 動 な どの

中心 とな る防犯 指 導 員 (以 下「指 導員 」とい う。 )の 設 置 及 び活 動 につ

い て必 要 な事 項 を定 め る もの とす る。

第 2 委 嘱 の基 準

指 導 員 は、 当該 市 町村 に居 住 す る者 の うち か ら概 ね 自治 会 及 び 町

内会 ご とに 1名 以 上 と し、次 の事 項 を考慮 して委 嘱 す る もの とす る。

(1)人 格 、識 見 を有 し、社 会 的信 望 の あ る者 。

(2)地 域 の活 動 に熱 意 が あ って 、 時 間的余裕 の あ る者 。

(3)お お む ね 60歳 以 下 で行 動 力 の あ る者 。

第 3 自治 会及 び 町 内会 の方 面制

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は 、警 察 署 の 交番 、駐 在 所 ブ ロ ック制 に準

じて、 自治 会 、 町 内会 及 び 区 を方 面 制 に 区分 す る もの とす る。

第 4 防犯 指 導員 連 絡 協 議 会 及 び役 員 の配 置

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は、「防犯 指 導 員 連 絡 協 議 会 」 を設 置 し、同

協議 会 に次 の役 員 を置 く もの とす る。

(1)会  長    1名

(2)副 会 長    若 千名

(3)方 面別 責任 者 1名

第 5 指 導員 の委 嘱

1 推 薦 者

自治 会 長 及 び 町会 長 又 は 区長 が 、 地 区防犯 協 会 (組 合 )長 に推 薦

す る。

2 委 嘱者

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 が 、警 察署 長 と協議 し、連 名 で委 嘱 す る。

第 6 会 長 、副 会 長 及 び 方 面 責任 者 の任 命

1 会 長 の任 命

(1)任  命

指 導員 の うちか ら会 長 と してふ さわ しい者 を任 命 す る。



(2)任 命 者

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 が 、警 察 署長 と協議 し、連 名 で任 命 す る。

2 副 会長 の任 命

(1)任  命

指 導員 の うちか ら副会長 と してふ さわ しい者 を任 命 す る。

(2)任 命者

会 長 が地 区防犯 協 会 (組 合 )長 及 び警 察署 長 と協議 し、任命 す る。

3 方 面 責任 者 の任 命

(1)任  命

方 面別 区域 内の指 導員 の うちか ら任 命 す る。

(2)任 命者

会長 が方 面 毎 に指 導 員 の互 選 に よ り選 出 され た者 を任 命 す る。

第 7 任  期

1 会 長 、副会 長 、方 面 責任 者 及 び 指 導員 の任 期

原 則 と して 、 2年 とす る。 た だ し、 再任 す る こ とが で き る。

2 後任 者 の委 嘱 (任 命 )

(1)地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は、指 導員 及 び会 長 が任 期 満 了前 に辞

任 若 し くは任 期 が満 了 した ときは、後任 者 を委 嘱 (任 命 )し な け

れ ば な らない。ま た 、会長 は副 会長 及 び方 面 責任 者 が任 期 満 了

前 に辞 任 等 した ときは 、後 任者 を任 命 しな けれ ば な らない。

(2)任 命 者 の任 期 は、前任 者 の在 任 期 間 とす る。

(3)前 任 者 は、後任 者 が委 嘱 (任 命 )さ れ るまで の 間 は任 務 を継 続

す る もの とす る。

第 8   解   任

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は 、指 導員 及 び 会長 並 び に副 会 長 、方 面 責

任 者 にそ の職 にふ さわ し くない 非行 の あ っ た ときは 、警 察 署 長 と協

議 し、解 任 す る こ とが で き る。 た だ し、副 会 長 、方 面 責任 者 の解 任

は 、任 命 者 で あ る会長 とす る。

第 9 委 嘱 状 (任 命 証 )及 び 防犯 指 導員 証 等 の交付

1 委 嘱状 及 び 防犯 指 導員 証 等 の交 付

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は 、指 導員 を委 嘱 した ときは 、警 察 署長
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との連 名 に よ り委 嘱 状 (様 式 1)及 び 防犯 指 導 員 証 (様 式 2)並 び に

防犯 指 導員 徽 章 (別 図 )、 防犯 指 導 員 腕 章 (別 図 )を 交 付 す る もの と

す る。

2 任 命 証 の交 付

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は 、 会長 を任 命 した とき は 、警 察 署 長 と

の連名 に よ り任 命 証 (様 式 3)を 交 付 す る もの とす る。

3 委 嘱状 等 の返 納

会 長 及 び 指 導 員 は 、辞 任 若 し くは任 期 満 了 し、 ま た は 、解 任 さ

れ た ときは 、委 嘱 状 (任命 証 )及 び 防犯 指 導 員 証 並 び に徽 章 、 防犯

腕 章 を返 納 交付 す る もの とす る。

第 10 会 長 、副 会 長 、方 面 責任 者 及 び指 導 員 の任 務

1 会長 の任 務

(1)方 面 責 任 者 の 取 りま とめ及 び 地 域 安 全 対 策 等 が 必 要 な犯 罪

等 が発 生 した場 合 にお け る対策 会 議 等 の随 時 開催

(2)地 区防犯 協 会 (組 合 )、 警 察 署 等 との連 絡・ 調 整

(3)区 域 内の 関係 機 関・ 団体 との連 絡 調 整

2 副会 長 の任 務

副会 長 は 、会 長 を補 佐 し、会 長 が任 務 を遂 行 で き な い とき は会

長 の任 務 を代 行 す る もの とす る。

3 副 会 長 の任 務

(1)区 域 内 の指 導 員 との連 絡 ・ 調 整 及 び指 導 ・啓 発

(2)区 域 内 の指 導 員 か らの意 見 、要 望 の集 約

(3)区 域 内で の諸 問題 に対 処 す るた め の対 策 会議 等 の 随 時 開催

(4)区 域 内で の 防犯 パ トロール 、防犯 座 談 会 、防犯 教 室 、そ の他

必 要 な地域 安全 活 動 に係 る推 進 計 画 の策 定

4 指 導員 の任 務

指 導 員 は、 地 区防犯 協 会 (組 合 )、 自治 体 、警 察 、 地 域 防犯 連 絡

所 、 そ の他 防犯 関係 機 関 との 緊密 な連 携 の も とに、 そ の分 担 区域

にお い て概 ね 次 の活 動 を行 うもの とす る。

(1)区 域 内の指 導員 との連 絡 ・ 調 整 及 び指 導 ・ 啓 発

(2)区 域 内 の指 導 員 か らの意 見 、要 望 の集 約

3



(3)区 域 内で の諸 問題 に対 処 す るた めの対 策 会議 等 の 随時 開催

(4)区 域 内で の 防犯 パ トロール 、防犯 座 談会 、防犯 教 室 、そ の他

必 要 な地域 安全 活 動 に係 る推 進 計 画 の策 定

第 11研 修

地 区防犯 協 会 (組 合 )長 は 、警 察 署長 と協 力 し、概 ね年 2回 指 導員

研 修 会 を行 うもの とす る。

第 12 遵 守事 項

指 導員 は、活 動 に あた って次 の事 項 を遵 守 しな けれ ば な らない。

(1)秘 密 の保 持

地 域 安 全 活 動 上 知 り得 た個 人 の秘 密 を他 人 に漏 ら して は な らな

い 。

(2)身 分 証 の携 帯 ・ 呈示

防犯 指 導 員 証 を携 帯 (徽 章 の着 装 )し 、身 分 証 の呈 示 を求 め られ

た場合 には呈示 しな けれ ば な らない。

(3)地 域 安 全 活 動 に関す る知 識 の修 得

あ らゆ る機 会 を と らえ、 自己 の研 さん に勤 め る もの とす る。

第 13保 証

指 導員 は、「団体 総 合 補償 保 険」 に加 入 す る もの とす る。

附  則

1 この要領 は、平成 6年 7月 1日 か ら施 行 す る。

2 昭 和 48年 6月 1日 施 行 の 「防犯 指 導 員 設 置 お よび活 動 基 準 」 は

これ を廃 止 す る。
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